
暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

Information

　
地
区
計
画
制
度
は
、
地
域
の
皆
さ
ん

と
市
が
連
携
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
合
っ
た
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ
と
で
、

よ
り
快
適
で
住
み
や
す
い
環
境
や
、
美

し
い
ま
ち
並
み
を
守
り
育
む
た
め
の
制

度
で
す
。
こ
の
制
度
を
活
用
し
て
、
良

好
な
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

地
区
計
画
制
度
で
定
め
る
こ
と

　
地
区
計
画
で
は
、
地
域
の
特
性
に

合
っ
た
ま
ち
づ
く
り
の
大
ま
か
な
目
標

と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的

な
ル
ー
ル
を
定
め
ま
す
。

　
ル
ー
ル
と
し
て
、
建
物
の
用
途（
住

宅
、
店
舗
な
ど
）・
高
さ
・
敷
地
面
積
・

色
、
道
路
や
公
園
の
配
置
な
ど
を
地
区

全
体
で
定
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
地
区

内
を
区
分
し
て
、
さ
ら
に
細
か
く
定
め

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
地
区
計
画
を
定

め
る
こ
と
で
、
計
画
的
に
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

計
画
案
の
申
し
出
が
で
き
ま
す

　
地
区
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
地
域

住
民
や
土
地
所
有
者
な
ど
の
利
害
関
係

者
は
、
地
区
計
画
の
案
を
市
へ
申
し
出

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
申
し
出
る
た
め
に
は
、
区
域
の
面
積

が
0
・
5
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
一
体
と

な
っ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
、
地
域
内
の

土
地
所
有
者
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と

な
ど
が
条
件
に
な
り
ま
す
。

建
築
な
ど
は
事
前
の
届
け
出
を

　
現
在
、
市
内
で
は
15
の
地
域
で
地
区

計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
計
画
の
地
域
内
で
、
建
物
の
建
築
や

用
途
の
変
更
な
ど
を
行
う
場
合
は
、
行

為
に
着
手
す
る
日
の
30
日
前
ま
で
に
市

へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
新
築
だ
け
で
な
く
、
増
改
築
や
外

壁
・
屋
根
の
塗
り
替
え
、
カ
ー
ポ
ー
ト

や
フ
ェ
ン
ス
・
塀
の
設
置
な
ど
の
場
合

に
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。

地
区
計
画
の
地
区
名
と
対
象
区
域

◦
京
成
成
田
駅
東
口
地
区
…
京
成
成
田

駅
東
口（
花
崎
町
の
一
部
）

◦
公
津
東
地
区
…
公
津
の
杜
全
域

◦
橋
賀
台
二
丁
目
地
区
…
橋
賀
台
2
丁

目
の
一
部（
橋
賀
台
公
園
周
辺
）

◦
久
住
駅
前
地
区
…
久
住
中
央
全
域

◦
土
屋
地
区
…
ウ
イ
ン
グ
土
屋
全
域

◦
玉
造
六
丁
目
地
区
…
玉
造
6
丁
目
1

番
地

◦
公
津
西
地
区
…
は
な
の
き
台
全
域

◦
大
栄
物
流
団
地
地
区
…
大
栄
物
流
団

地
全
域

◦
成
田
湯
川
駅
南
口
地
区
…
成
田
湯
川

駅
南
口（
松
崎
の
一
部
）

◦
東
町
・
花
崎
町
地
区
…
東
町
・
花
崎

町
の
一
部

◦
中
台
三
丁
目
地
区
…
中
台
3
丁
目
2

番
地

◦
大
学
医
学
部
付
属
病
院
地
区
…
川
栗
・

畑
ケ
田
の
一
部

◦
美
郷
台
小
学
校
地
区
…
美
郷
台
2
丁

目
の
一
部

◦
久
住
第
二
小
学
校
跡
地
地
区
…
大
室

の
一
部

◦
小
菅
地
区
…
小
菅
・
大
山
の
一
部

　
地
区
計
画
の
内
容
は
、
都
市
計
画
課

（
市
役
所
5
階
）ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（https://w
w
w
.city.narita.chib 

a.jp/environm
ent/page18060 

0.htm
l

）で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
6 

0
）へ
。

適
正
な
処
理
を

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

　
市
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協

議
会
で
は
、
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
の
適
正
な
処
理
を
推
進
す
る
た
め
に

地
区
ご
と
に
回
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
回
収
・
処
理
を
希
望
す
る
人
は
、
事

前
に
同
協
議
会
へ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
農
業
用
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル

ム
、
農
業
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル

ム
、
肥
料
袋
、
培
土
袋

　
育
苗
箱
・
保
温
マ
ッ
ト
・
あ
ぜ
シ
ー

ト
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
な
ど
は
対
象
外
で

す
。
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
な
ど
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1 

5 

4 

1
）へ
。

資
源
を
有
効
活
用

携
帯
電
話
の
廃
棄

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
帯
電
話
に
は

金
・
銀
・
銅
・
レ
ア
メ
タ
ル
な
ど
の
有

用
な
金
属
が
高
濃
度
で
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
資
源
の
有
効
利
用
の

観
点
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
を
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
各
社
シ
ョ
ッ
プ
で
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
帯
電
話
の
本
体
、

電
話
、
充
電
器
を
メ
ー
カ
ー
に
関
係
な

く
無
償
で
回
収
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
帯
電

話
は
金
物
・
陶
磁
器
類（
黄
色
の
指
定

ご
み
袋
）と
し
て
出
す
こ
と
も
で
き
ま

す
が
、
本
体
の
デ
ー
タ
を
初
期
化
す
る

な
ど
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
細
心
の

注
意
を
払
い
、
電
池
を
取
り
外
し
て
か

ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

懐
中
電
灯
や
反
射
材
を

夜
間
の
外
出

　
夕
暮
れ
時
か
ら
夜
間
に
か
け
て
、
歩

行
中
・
自
転
車
乗
車
中
の
交
通
事
故
死

者
数
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
散
歩
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
な
ど
で
外
出
す

る
と
き
は
、
懐
中
電
灯
を
携
帯
し
た
り

光
を
反
射
す
る
テ
ー
プ
・
た
す
き
・
キ
ー

ホ
ル
ダ
ー
な
ど
を
身
に
着
け
た
り
す
る

な
ど
の
安
全
対
策
を
し
て
、
交
通
事
故

か
ら
身
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

住
み
や
す
い
ま
ち
を
目
指
し
て

地
区
計
画
制
度
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通
知
の
対
象
は
20
歳
以
上
の
国
民
健

康
保
険
加
入
者
で
、
自
己
負
担
額
が
一

定
額
以
上
軽
減
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る

人
で
す
。

平
成
30
年
度
の
削
減
効
果

◦
通
知
を
送
付
し
た
人
数
…
4
、
0 

1 

9
人

◦
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え

た
人
数
…
7
1
0
人

◦
削
減
額 

…
1
、
1
5
4
万
6
、
7 

2  

2
円

　
通
知
を
希
望
し
な
い
人
は
、
9
月
6

日
㈮
ま
で
に
保
険
年
金
課（
☎
20
‐
1 

5
2
6
）に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
す

で
に
送
付
を
希
望
し
な
い
旨
の
連
絡
を

し
て
い
る
人
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
切
り
替
え

る
際
は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
て

か
ら
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課
へ
。

令
和
2
・
3
年
度
分
を

受
け
付
け

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

　
市
で
は
、
令
和
2
・
3
年
度
の
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
け
付
け
を
行

い
ま
す
。
市
の
発
注
す
る
建
設
工
事
、

測
量
・
設
計
な
ど
の
委
託
、
製
造
の
請

負
、
物
品
の
購
入
、
役
務
の
提
供
ま
た

は
賃
貸
借
に
関
す
る
入
札
・
見
積
も
り

競
争
に
参
加
す
る
に
は
、
事
前
に
入
札

参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
が
必
要
で
す
。

　
登
録
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、
次
の

通
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
＝
ち
ば
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.ch 

iba-ep-bis.supercals.jp/port 

alPublic/

）か
ら
入
札
参
加
資
格
申

請
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
子
申
請
を
行
っ

た
後
、
千
葉
県
電
子
自
治
体
共
同
運

営
協
議
会
・
共
同
受
付
窓
口（
〒
2 

6 

0
‐
0
8
5
5 

千
葉
市
中
央
区
市
場

町
1
‐
1
）へ
申
請
書
を
送
付

申
請
期
間
＝
9
月
17
日
㈫
〜
11
月
15
日

㈮ 

午
後
5
時（
必
着
）

※
く
わ
し
く
は
同
協
議
会（
☎
0
4
3‐ 

4
4
1
‐
5
5
5
1
）ま
た
は
、
ち
ば

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ
。

正
し
い
使
用
を
心
掛
け
て

9
月
10
日
は
「
下
水
道
の
日
」

　
公
共
下
水
道
は
、
川
や
海
な
ど
の
水

質
保
全
、
排
水
機
能
に
よ
る
災
害
対
策

の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
施
設
で
す
。

　
日
頃
か
ら
、
下
水
道
へ
油
な
ど
の
水

に
溶
け
な
い
物
や
調
理
く
ず
を
流
し
た

り
、
洗
剤
を
使
い
す
ぎ
た
り
し
な
い
な

ど
、
正
し
い
使
用
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課（
☎
20
‐
1 

5
5
3
）へ
。

（
当
日
消
印
有
効
）に
、
申
請
書
、
就

労
証
明
書
、
世
帯
の
所
得
が
分
か
る

書
類
、
利
用
料
の
領
収
書
な
ど
の
必

要
書
類
を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
保
育

課（
〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町

7
6
0
）へ

※
10
月
か
ら
の
幼
児
教
育
無
償
化
に
伴

い
、
制
度
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐ 

1
6
0
7
）へ
。

稲
作
農
家
の
皆
さ
ん
へ

飼
料
用
米
の
推
進

　
食
生
活
の
変
化
や
高
齢
化
な
ど
に
よ

り
、
米
の
需
要
は
全
国
で
毎
年
約
10
万

ト
ン
も
減
少
し
て
い
ま
す
。
生
産
量
が

需
要
量
を
上
回
り
、
在
庫
が
増
え
る
と

米
価
の
下
落
を
招
き
ま
す
。

　
飼
料
用
米
の
生
産
に
は
既
存
の
機
械

や
施
設
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
が
で
き

国
や
県
か
ら
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
主
食
用
米
の
需
給
改
善
を
図
る
た
め

飼
料
用
米
の
生
産
に
取
り
組
ん
で
み
ま

せ
ん
か
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1 

5 

4 

1
）へ
。

差
額
通
知
を

9
月
下
旬
に
送
付

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬

品
）は
、
新
薬
の
特
許
期
間
経
過
後
に

新
薬
と
同
じ
有
効
成
分
で
作
ら
れ
た
安

価
な
薬
で
す
。

　
市
で
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

関
す
る
差
額
通
知
を
9
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。
こ
の
通
知
は
、
現
在
処
方
を

受
け
て
い
る
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
に
切
り
替
え
た
場
合
、
自
己
負
担
額

が
ど
の
く
ら
い
安
く
な
る
か
を
お
知
ら

せ
す
る
も
の
で
す
。

利
用
料
の
一
部
を
補
助

認
可
外
保
育
施
設

　
市
で
は
、
国
の
指
導
監
督
基
準
を
満

た
し
た
認
可
外
保
育
施
設（
市
外
を
含

む
。
た
だ
し
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業

所
を
除
く
）に
通
う
就
学
前
の
児
童
の

保
護
者
に
対
し
、
利
用
料
の
一
部
を
年

4
回
に
分
け
て
補
助
し
ま
す
。

対
象
＝
市
に
住
民
記
録
が
あ
り
、
保
育

所
な
ど
の
入
所
基
準
を
満
た
し
た
小

学
校
就
学
前
の
児
童
の
保
護
者

対
象
と
な
る
利
用
料
＝
認
可
外
保
育
施

設
に
支
払
っ
た
7
〜
9
月
分
の
利
用

料
申
請
書
配
布
場
所
＝
保
育
課（
市
役
所

2
階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https: 

//w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

kosodate/page0135_00003.
htm
l

）

申
請
方
法
＝
9
月
17
日
㈫
〜
30
日
㈪

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

市 長 日 誌

選手を激励（3日）

8月1日〜15日

2日 青少年問題協議会

3日

イースタン・リーグ公式戦成田
スカイシリーズ

戦没者英霊・新盆精霊追悼流
灯会

4日
成田エアポートカップユニカー
ル大会

キッズタウンNARITA2019

6日 千葉県市長会合同部会

7日
首都圏空港機能強化の具体化
に向けた協議会

利根川治水同盟治水記念大会

8日
印旛利根川水防事務組合水防
協議会

成田赤十字病院運営協議会

9日

印旛沼関連事業市町連絡会議
総会

成田警察署管内暴力排除連合
会総会
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暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

役
所
1
階
）で
手
続
き
す
る

※
く
わ
し
く
は
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
0
5
7
0
‐

05
‐
4
0
9
2
）へ
。

困
っ
た
と
き
は
相
談
を

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
1
8
8

　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
1
8
8
で
は

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
て
い
る
人
へ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
相
談
窓
口

を
案
内
し
ま
す
。「
悪
質
商
法
に
よ
る

被
害
に
遭
っ
た
」「
製
品
を
使
っ
て
け
が

を
し
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
困
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
れ
ば
、
一
人
で
悩
ま
ず
に

1
8
8
番
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
商
工
課（
☎
20
‐
1
6
2 

2
）へ
。

事
後
評
価
の
原
案
を
公
表

都
市
再
生
整
備
計
画

　
市
で
は
、
公
津
の
杜
駅
周
辺
地
区
に

お
け
る
都
市
再
生
整
備
計
画
事
業
に
つ

い
て
、
事
業
の
事
後
評
価（
原
案
）を
公

表
し
、
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課（
市
役
所
5

階
）ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http 

s://w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

10
月
か
ら
開
始
し
ま
す

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
な
ど
の
収
入
が
一
定
基
準
以
下
の

年
金
生
活
者
を
支
援
す
る
た
め
に
年
金

に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

給
付
を
受
け
る
に
は
請
求
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

人
◦
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
て
次

の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

・
65
歳
以
上

・
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
ほ
か
の
所
得
額

の
合
計
が
87
万
9
、
3
0
0
円
以
下

◦
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
て
、
前
年
の
所
得
額
が

4 

6
2
万
1
、
0
0
0
円
以
下
の
人

請
求
方
法

◦
平
成
31
年
4
月
1
日
以
前
か
ら
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人
…
日
本
年
金
機

構
か
ら
順
次
、
請
求
書
類
が
送
ら
れ

ま
す
。
同
封
の
は
が
き（
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
請
求
書
）に
必
要
事
項
を

書
い
て
、
送
付
す
る

◦
こ
れ
か
ら
年
金
を
受
給
し
始
め
る
人

…
年
金
の
請
求
手
続
き
に
併
せ
て
年

金
事
務
所
ま
た
は
保
険
年
金
課（
市

environm
ent/page179600.h 

tm
l

）

閲
覧
・
意
見
の
提
出
期
間
＝
9
月
2
日

㈪
〜
17
日
㈫（
当
日
消
印
有
効
）

意
見
の
提
出
方
法
＝
直
接
・
郵
送
・
F 

A
X
・
E
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
意
見
を
都

市
計
画
課（
〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0 

F
A
X
22
‐
4
4
9 

3 

E
メ
ー
ルtoshikei@

city.nari 

ta.chiba.jp

）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
6 

0
）へ
。

夜
間
の
運
用
時
間
が
延
長

成
田
空
港
の
A
滑
走
路

　
10
月
27
日
㈰
か
ら
成
田
空
港
A
滑
走

路
の
運
用
時
間
が
1
時
間
延
長
さ
れ
、

午
前
0
時
ま
で
と
な
り
ま
す
。
出
発
地

で
の
悪
天
候
や
異
常
事
態
に
よ
る
遅
延

な
ど
、
や
む
を
得
ず
A
滑
走
路
で
離
着

陸
を
行
う
弾
力
的
運
用
は
、
午
前
0
時

30
分
ま
で
と
な
り
ま
す
。

対
象
地
域
の
内
窓
設
置
の
助
成

　
市
で
は
、
A
滑
走
路
側
の
騒
音
区
域

（
騒
特
法
防
止
地
区
）内
に
お
け
る
、
寝

室
へ
の
内
窓
設
置
工
事
の
助
成
の
申
請

を
受
け
付
け
て
お
り
、
ま
だ
申
請
し
て

い
な
い
人
に
は
5
月
に
お
知
ら
せ
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
対
象
家
屋
の
所
有
者

で
内
窓
設
置
工
事
を
希
望
す
る
人
は
、

印
鑑
と
本
人
確
認
が
で
き
る
物
を
持
っ

て
空
港
対
策
課（
市
役
所
3
階
）で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
2 

1
）へ
。

無
料
で
参
加
で
き
ま
す

法
務
局
休
日
相
談
・
公
開
講
座

　
不
動
産
売
買
や
相
続
登
記
、
土
地
の

境
界
、
学
校
や
職
場
に
お
け
る
い
じ
め

な
ど
の
心
配
事
や
悩
み
事
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
家
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。
ま
た
、
相
続
登
記
に
つ
い

て
の
公
開
講
座
を
同
時
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
6
日
㈰ 

午
前
10
時
〜
午

後
4
時

会
場
＝
千
葉
地
方
法
務
局
本
局（
千
葉

市
）

※
申
し
込
み
は
9
月
2
日
㈪
か
ら
千
葉

地
方
法
務
局
総
務
課（
☎
0
4
3
‐

3
0
2
‐
1
3
1
1
）へ
。

2
カ
月
ご
と
に
伺
い
ま
す

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針

　
水
道
の
使
用
量
は
、
市
か
ら
委
託
を

受
け
た
ヴ
ェ
オ
リ
ア
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ツ（
株
）

の
社
員
が
2
カ
月
ご
と
に
水
道
メ
ー

タ
ー
を
確
認
し
、
検
針
票
で
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
。
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の

上
に
、
車
や
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
す

る
な
ど
、
検
針
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
検
針
の
結
果
、
使
用
水
量
が
極
端
に

多
い
場
合
は
、
漏
水
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
早
急
に
市
指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
へ
連
絡
し
、
修
繕
し
て
く
だ
さ

い
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
業
務
課（
☎
22
‐

0
2
6
9
）へ
。

犯
罪
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

9
月
11
日
は
「
警
察
相
談
の
日
」

　
警
察
で
は
、
犯
罪
な
ど
に
よ
る
被
害

の
未
然
防
止
を
図
る
た
め
、
市
民
生
活

の
安
全
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。
県
警
本
部
や
警
察
署
に
開
設
さ
れ

て
い
る
総
合
相
談
窓
口
を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
電
話
で
相
談
す
る
場
合
は
、

警
察
相
談
専
用
電
話
＃
9
1
1
0
番
に

電
話
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
1
1
0

番
は
、
事
件
・
事
故
な
ど
、
緊
急
通
報

の
場
合
の
み
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
警
察
署（
☎
27
‐

0
1
1
0
）へ
。
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